
1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（繰入金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 9,707 7,094 7,196 7,136

1,652 1,652 1,652 0

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度 25年度

H26

概　算
人件費

0.50 0.20 0.20 0.20

4,129

5,578 5,442

0 0 0 0 0

5,4845,578 5,442 5,544

5,578

目標 成果 達成状況
項目

H25末
（見込）

Aの
財源

当初予算 5,578 5,442 5,544

26要求 26予算案 成果目標の達成状況

予
算
額

前年度繰越

5,484

合計（A) 5,442 5,544 5,484 0
地すべり防止
区域の管理

105地区 111地区

H27
目標

補正予算

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容
（要求）

目指す姿

現状
本県の棚田は、地すべり地帯に多く存在しており、地すべり防止区域の適切な管理が行われない場合、地すべり活動が顕在化し、
棚田の荒廃化や農村の衰退につながるおそれがある。

県が関与
する理由

地すべり防止区域の巡視や点検等の保全活動を、市町村を通じて地域住民に委託することにより、地すべりの発生を未然に防止し、棚田
地域の農地保全と多面的機能の良好な発揮を目指す
　　「第２期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標（H25～29）
　　・農地等の安全確保面積　1,800ha

県関与の必要性あり
【左記の説明、根拠法令等】

地すべり防止区域の管理は都道府県知事が行うものとされている。
地すべり等防止法第７条

4 災害に強い地域づくり 実施期間 H21 ～

困難県民との協働による実施：

事業番号 08 05 06 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 棚田地域保全施設管理事業 担
当
課

部局 農政部

課・室 農地整備課

総合５か年
計画

プロジェクト  E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
4-1　地域防災力の向上

（指摘事項等） （対応）

農政部所管の地すべり防止区域のうち、概成している111地区（21市町村）の管理

5,544 5,484 0

（予算案）

地すべり防止区域の管理 委託

地すべりの兆候の発見
地すべり防止施設の点検・簡易な修繕と維持管理作
業
委託先（市町村）

合計

H25 H26

（当初）

5,544 5,484


	①当初要求

